
令和６年６月１日（土） 

 
 

株式会社つるエネルギー 
新旧比較表 

電気供給約款（低圧・高圧） 
 

【変更前】 
（低圧） 
Ⅰ総則 1.適用 
(1) 株式会社つるエネルギー（以下「当社」といいます。）は、株式会社デンケン（登録番号 A0649）（以下「デンケン」といいます。）が供給する電気に関

する需給契約の取次ぎを行っており、この電気供給約款［低圧］（以下「この供給約款」といいます。）は、デンケンとの取次業務委任契約に基づき、

東京電力パワーグリッド株式会社が一般送配電事業者として維持、および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客様に対して、

当社が電気を販売するときの料金その他の供給条件を定めたものです。 

 
（高圧） 
(1) 株式会社つるエネルギー（以下「当社」といいます。）は、株式会社デンケン（登録番号 A0649）（以下「デンケン」といいます。）が供給する電気に

関する需給契約の取次ぎを行っており、この電気供給約款［高圧版］（以下「この供給約款」といいます。）は、デンケンとの取次業務委任契約に基

づき、東京電力パワーグリッド株式会社が一般送配電事業者として維持、および運用する供給設備を介して高圧で電気の供給を受けるお客様に

対して、当社が電気を販売するときの料金その他の供給条件を定めたものです。 

 
 

【変更後】 
（低圧） 
1. この電気供給約款［低圧］（以下「この供給約款」といいます。）は、株式会社つるエネルギー（登録番号 A0880）（以下「当社」といいます。）が、東京

電力パワーグリッド株式会社が一般送配電事業者として維持、および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客様に対して、当社

が電気を販売するときの料金その他の供給条件を定めたものです。 

 
（高圧） 
(2) この電気供給約款［高圧版］（以下「この供給約款」といいます。）は、株式会社つるエネルギー（登録番号 A0880）（以下「当社」といいます。）が、東

京電力パワーグリッド株式会社が一般送配電事業者として維持、および運用する供給設備を介して高圧で電気の供給を受けるお客様に対して、当

社が電気を販売するときの料金その他の供給条件を定めたものです。 

  



令和６年６月１日（土） 

 
 

株式会社つるエネルギー 
新旧比較表 

受給契約約款 
 

【変更前】 
第一条 本約款について 
1. 株式会社つるエネルギー（以下「当社」といいます。）は、株式会社デンケン（登録番号 A0649）（以下「デンケン」といいます。）

が受給する電気に関する受給契約の取次ぎを行っており、この受給契約約款（以下「受給約款」といいます。）は、デンケンとの取次

業務委任契約に基づき、東京電力パワーグリッド株式会社が一般送配電事業者として維持、および運用する供給設備を介して低圧で電

気の発電を行うお客様に対して、当社が電気を購入するときの料金、手続き、その他の受給条件を定めたものです。 
 

【変更後】 
 
1. この受給契約約款（以下「受給約款」といいます。）は、東京電力パワーグリッド株式会社が一般送配電事業者として維持、および運

用する供給設備を介して低圧で電気の発電を行うお客様に対して、株式会社つるエネルギー（登録番号 A0080）（以下「当社」といい

ます。）が、電気を購入するときの料金、手続き、その他の受給条件を定めたものです。 

 


